
 

議 案 頁 数 

８７号 １ 

 

議案第８７号 

 
 

守谷市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 
 
 

守谷市医療福祉費支給に関する条例（昭和５１年守谷町条例第１５号）の一

部を別紙のとおり改正する。 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

令和 ６ 年１２月１１日 提  出 

 
 

守谷市長 松 丸 修 久 
 
 

令和  年  月  日 原案 決 
 

  



 

議 案 頁 数 

８７号 ２ 

 

   守谷市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 守谷市医療福祉費支給に関する条例（昭和５１年守谷町条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第１項第１号中「数に応じて，」の次に「児童手当法施行令の一部を

改正する政令（令和６年政令第１８４号）による改正前の」を，「第２８１号

」の次に「。以下「旧児童手当法施行令」という。」を加え，同項第４号中「

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第２条第１項」を「児童扶養手

当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正す

る政令（令和６年政令第２５９号）による改正前の特別児童扶養手当等の支給

に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号。以下「旧特別児童扶養手当

法施行令」という。）第２条第１項」に，「特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律施行令第２条第２項」を「旧特別児童扶養手当法施行令第２条第２項」

に改め，同条第２項ただし書中「児童手当法施行令」を「旧児童手当法施行令

」に，「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」を「旧特別児童扶養

手当法施行令」に改める。 

   附 則 
 この条例は，公布の日から施行する。 
  



 

議 案 頁 数 

８７号 ３ 

 

提案理由（議案第８７号） 

 
提案の理由を申し上げます。 

本案は、児童手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行

令の改正に伴い、医療福祉費支給の所得制限等の根拠法令を従前の児童手当法

施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令とするために条例の

一部を改正するものです。 
よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。 
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守谷市医療福祉費支給に関する条例新旧対照表 

改  正 現  行 

（医療福祉費の支給制限） （医療福祉費の支給制限） 

第５条 前条の規定にかかわらず，医療福祉費は対象者が

次の各号のいずれかに該当するときは，支給しない。 

第５条 前条の規定にかかわらず，医療福祉費は対象者が

次の各号のいずれかに該当するときは，支給しない。 

（１）妊産婦にあっては，母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）第１５条に規定する妊娠の届出のあった日

において，その者若しくはその者の配偶者（婚姻の届

出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）の前年の所得（母子保健法

第１５条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月

が１月から６月までの者は，前々年の所得とする。以

下この号について同じ。）が所得税法（昭和４０年法

律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族

（以下「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じ

て，児童手当法施行令の一部を改正する政令（令和６

年政令第１８４号）による改正前の児童手当法施行令

（昭和４６年政令第２８１号。以下「旧児童手当法施

行令」という。）第１条に定める額（以下「基準額」

という。）以上であるとき又はその者若しくはその者

の配偶者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７

条第１項に定める扶養義務者（以下「扶養義務者」と

いう。）で主としてその者の生計を維持する者の前年

の所得が１，０００万円以上であるとき。 

（１）妊産婦にあっては，母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）第１５条に規定する妊娠の届出のあった日

において，その者若しくはその者の配偶者（婚姻の届

出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）の前年の所得（母子保健法

第１５条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月

が１月から６月までの者は，前々年の所得とする。以

下この号について同じ。）が所得税法（昭和４０年法

律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族

（以下「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じ

て，                                              

                                児童手当法施行令

（昭和４６年政令第２８１号                        

              ）第１条に定める額（以下「基準額」

という。）以上であるとき又はその者若しくはその者

の配偶者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７

条第１項に定める扶養義務者（以下「扶養義務者」と

いう。）で主としてその者の生計を維持する者の前年

の所得が１，０００万円以上であるとき。 
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（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 

（４）重度障がい者にあっては，届出日又は７月１日現在

において，その者の前年の所得が所得税法に規定する

扶養親族等の有無及び数に応じて，児童扶養手当法施

行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行

令の一部を改正する政令（令和６年政令第２５９号）

による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法

律施行令（昭和５０年政令第２０７号。以下「旧特別

児童扶養手当法施行令」という。）第２条第１項に定

める額に５３３，０００円を加えた額以上であるとき

又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主とし

てその者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法

に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて，旧特別

児童扶養手当法施行令第２条第２項                

に定める額以上であるとき。 

（４）重度障がい者にあっては，届出日又は７月１日現在

において，その者の前年の所得が所得税法に規定する

扶養親族等の有無及び数に応じて，特別児童扶養手当

等の支給に関する法律施行令第２条第１項            

                                                  

                                                  

                                                  

                                          に定

める額に５３３，０００円を加えた額以上であるとき

又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主とし

てその者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法

に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて，特別児

童扶養手当等の支給に関する法律施行令第２条第２項

に定める額以上であるとき。 

２ 前項各号に規定する所得の額は，地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第３１３条第１項に規定する総所得

金額，退職所得金額及び山林所得金額，同法附則第３３

条の３第５項において準用する同条第１項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項

において準用する同条第１項に規定する課税長期譲渡所

得の金額，同法附則第３５条第５項において準用する同

条第１項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法

附則第３５条の４第４項において準用する同条第１項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

２ 前項各号に規定する所得の額は，地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第３１３条第１項に規定する総所得

金額，退職所得金額及び山林所得金額，同法附則第３３

条の３第５項において準用する同条第１項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項

において準用する同条第１項に規定する課税長期譲渡所

得の金額，同法附則第３５条第５項において準用する同

条第１項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法

附則第３５条の４第４項において準用する同条第１項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３
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５条の４の２第７項において準用する同条第１項の規定

の適用がある場合は，その適用後の金額）の合計額とす

る。ただし，前項第１号及び第２号に規定する基準額の

算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は，旧児童手

当法施行令第２条及び第３条の規定の例によるものとし

，前項第３号に規定する経過措置政令第４６条第４項に

定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は

国民年金法施行令第６条及び第６条の２の規定並びに経

過措置政令第４６条第７項の規定の例によるものとし，

前項第４号に規定する旧特別児童扶養手当法施行令     

           第２条第１項に定める額及び旧特別児童扶

養手当法施行令                第２条第２項に定める

額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は，旧特

別児童扶養手当法施行令                第５条の規定

の例による。 

５条の４の２第７項において準用する同条第１項の規定

の適用がある場合は，その適用後の金額）の合計額とす

る。ただし，前項第１号及び第２号に規定する基準額の

算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は，児童手当

法施行令  第２条及び第３条の規定の例によるものとし

，前項第３号に規定する経過措置政令第４６条第４項に

定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は

国民年金法施行令第６条及び第６条の２の規定並びに経

過措置政令第４６条第７項の規定の例によるものとし，

前項第４号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律施行令第２条第１項に定める額及び特別児童扶養

手当等の支給に関する法律施行令第２条第２項に定める

額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は，特別

児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第５条の規定

の例による。 

３ （略） ３ （略） 

 


